
さ
れ
つ

L
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
現
に
去
る
一
月
十
八
日
公
布
せ
ら
れ
た
開
拓
者
資
金
融

通
法
は
、
政
府
の
融
通
貨
金
の
年
賦
支
払
に
当
り
米
価
を
基
準
と
す
る
安
定
価
値
計
算
を
採

用
し
て
居
る
。
然
し
乍
ら
是
等
を
以
て
政
府
又
は
中
央
銀
行
が
今
直
ち
に
全
面
的
に
安
定
価

値
計
算
を
採
用
す
る
条
件
が
熟
し
た
と
は
云
い
得
な
い
。
少
く
と
も
民
間
に
安
定
価
値
計
算

に
よ
る
償
縮
債
務
が
普
遍
化
し
、
給
与
又
は
慣
袋
物
資
の
公
定
価
格
が
ス
ラ
イ
デ
ン
グ
制
度

に
移
行
す
る
が
如
矛
時
期
を
待
っ
て
服
用
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
探
用
の
時
期
・
ぞ
早
ま
る
こ

と
は
、
本
制
度
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
促
進
面
の
み
を
強
く
現
わ
す
結
果
と
な
る
で
あ
ろ

A
J

。

(ロ)

四
税

イ
ン
フ
レ
進
行
過
程
に
於
て
は
歳
入
の
実
質
価
値
を
確
保
す
る
た
め
課
税
は
出
来
る
限

り
淑
泉
主
義
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
其
源
泉
課
税
が
不
能
の
場
合
は
予
算
課
税
を
原
則
と

し
、
課
税
額
決
定
よ
り
納
付
迄
の
聞
に
安
定
価
値
計
算
を
適
用
す
る
。

公

般

公
債
の
公
募
を
可
能
な
ら
し
む
る
た
め
新
劇
発
行
の
公
債
に
安
定
制
値
計
算
を
適
用
す

る
。
但
し
此
場
合
既
発
国
債
は
其
般
と
し
て
世
く
。

日

本

銀

行

新
規
の
預
金
、
貸
出
に
適
用
す
る
。

一

般

前
大
戦
後
の
ロ
シ
ヤ
に
於
て
は
一
般
民
間
の
償
権
債
務
の
決
済
に
安
定
価
値
計
算
を
適

用
す
べ
き
と
と
L
し
た
が
、
之
は
強
制
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
な
い
か
ら
自
然
に
委
ず
べ

き
で
あ
ろ
う
。

範
徴

換

算

率

同
本
銀
行
文
は
経
済
安
定
本
部
に
委
員
会
を
設
け
左
の
諸
項
目
を
基
準
と
し
て
換
算
半
金

決
定
し
公
表
す
る
。
換
算
率
の
改
訂
は
当
初
は
月
一
固
と
し
情
勢
の
変
化
に
従
い
其
期
間
を

短
縮
す
る
。

銀
行
券
発
行
高

国
民
生
活
に
関
係
あ
る
重
要
商
品
(
例
え
ば
米
、

(1¥) 

調
味
料
、

タ
バ
コ
、

酒
)
の
実
際
価
格

新
憲
法
と
過
し
貨
金
融
非
常
措
置

厚
生
省
の
生
計
費
指
数
の
推
移

日
本
銀
行
の
実
際
物
価
指
数
の
舵
移

金
の
自
由
市
場
を
設
け
其
価
格

以
上
の
知
く
し
て
安
定
価
値
計
算
が
採
用
せ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
自
体
に
イ
ジ
フ
レ
l
シ
ヨ

γ

陥
止
を
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
財
政
其
他
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
棋
源
が
除
去
せ
ら
れ

ざ
る
限
り
、

イ
ン
フ
レ
E
シ
ヲ
ン
悪
化
の
大
勢
は
改
ま
る
所
な
〈
、
換
算
率
ほ
一

路
昂
臓
を
続

け
、
遂
に
は
額
面
の
知
何
を
間
わ
ず
円
貨
其
物
を
拒
否
す
る
傾
向
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
要
す

る
に
安
定
価
値
計
算
を
政
府
及
び
中
央
銀
行
が
採
る
こ
と
は
、
望
ま
し
き
現
象
と
は
云
い
難
い

が
、
採
用
す
べ
会
場
合
に
は
路
陪
す
る
こ
と
な
く
之
を
採
り
其
の
よ
会
作
用
を
全
面
的
に
活
か

す
こ
と
が
肝
要
と
考
え
ら
れ
る
。
(
関
根
)

新
憲
法
と
通
貨
金
融
非
常
措
置

昭
和
辺

・
5
・
|

昨
年
三
月
十
七
日
公
布
さ
れ
た
金
融
緊
急
措
置
令
、
日
本
銀
行
券
預
入
令
、
臨
時
財
産
調
査

令
は
旧
憲
法
第
八
条
に
基
〈
緊
急
勅
令
で
あ
る
。
旧
憲
法
第
八
条
に
よ
れ
ば
、
「
天
皇
ハ
公
共

ノ
安
全
ヲ
保
持
シ
又
ハ
其
ノ
災
厄
ヲ
過
ク
ル
為
緊
急
ノ
必
要
ニ
由
リ
帝
国
議
会
開
会
ノ
場
合
エ

於
テ
法
律
エ
代
ル
ヘ
キ
勅
令
ヲ
発
ス
」
る
こ
と
L
な
っ
て
お
り
「
此
ノ
勅
令
ハ
次
ノ
会
期
二
於
テ

務
副
議
会
ニ
提
出
ス
ヘ
」
く
、
「
若
識
会
エ
於
テ
承
諾
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
政
府
ハ
将
来
ニ
向
テ
其
ノ

効
力
ヲ
失
フ
コ
ト
ヲ
公
布
ス
へ
」
き
胃
定
め
ら
れ
て
い
る
。
更
に
枢
密
院
官
制
及
事
務
規
程
に

は
緊
急
勅
令
を
発
す
る
に
は
極
密
院
に
諮
詞
せ
ら
る
‘
ふ
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

通
貨
金
融
に
関
す
る
措
置
は
そ
の
与
え
る
影
響
広
汎
、
深
刻
、
微
妙
で
あ
り
、
時
機
を
巧
に
と

ら
え
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
事
前
に
外
部
に
そ
の
内
容
が
洩
れ
る
こ
と

は
そ
の
効
果
を
減
殺
す
る
こ
と
著
し
い
の
を
指
と
す
る
。
従
っ
て
議
会
の
開
会
を
待
っ
て
そ
の

協
賛
を
得
る
こ
と
は
機
会
を
逸
す
る
恐
れ
あ
る
場
合
紗
〈
な
く
、
又
議
会
で
論
議
さ
れ
る
間
に

対
抗
手
段
が
誹
ぜ
ら
れ
る
こ
と
必
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
金
融
緊
急
措
置
令
公
布
当
時
の
事

情
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
若
し
同
令
が
緊
急
勅
令
の
方
法
に
よ
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

二
=
五



呈.... 
品問

一、-./

金

自虫

説
(
そ
の

槌
度
の
混
乱
を
生
じ
、
あ
の
当
時
に
於
て
我
凶
経
済
は
崩
壊
し
て
い
た
と
い
う
も
過
一
ぎ
で
は
あ

る
ま
い
。

過
去
の
事
例
を
見
て
も
、
大
正
十
二
年
の
震
災
直
後
財
界
の
混
乱
を
防
止
す
る
た
め
、
九
月

七
日
「
私
法
上
ノ
金
銭
債
務
ノ
支
払
延
期
及
手
形
等
ノ
権
利
保
存
行
為
ノ
則
間
延
長
ニ
閑
ス
ル

件
」
が
緊
急
勅
令
と
し
て
公
布
さ
れ
、
関
東
地
方
に
三
十
日
間
の
支
払
猶
予
が
行
わ
れ
た
こ
と

が
あ
り
、
昭
和
二
年
の
金
融
恐
慌
に
於
て
は
混
乱
鎮
静
の
た
め
四
月
二
十
二
日
同
じ
名
称
の
緊

急
勅
令
が
公
布
さ
れ
、
企
固
に
亘
り
三
週
間
の
支
払
梢
予
が
行
わ
れ
た
。

X
昭
和
六
年
金
輸
出

再
紫
止
に
際
し
て
は
十
三
月
十
七
日
緊
急
勅
令
「
銀
行
券
ノ
金
貨
免
換
ニ
関
ス
ル
件
」
〈
昭
和
七

年
一
月
二
十
八
日
緊
急
勅
令
「
銀
行
券
ノ
金
貨
免
換
三
間
ス
ル
件
」
に
よ
り
継
続
〉

が
公
布
さ
れ

て
い
為
。

史
に
大
正
十
二
年
の
震
災
に
隙
し
一
般
金
・仙
の
税
謹
を
防
止
す
る
た
め
、
政
府
は
誕
災
手
形

に
閥
し
九
月
二
十
七
日
勅
令
を
以
て
「
日
水
銀
行
ノ
手
形
ノ
割
引
ニ
因
ル
損
失
ノ
柿
償
ニ
閑
ス

ル
財
政
上
必
要
処
分
ノ
件
」を
公
布
し
た
こ
と
が
あ
り
、
と
れ
は
旧
態
法
第
七
十
条
「
公
共
ノ
安

全
ヲ
保
持
ス
ル
為
緊
急
ノ
稿
用
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
内
外
ノ
情
形
ニ
困
り
政
府
ハ
帝
国
議
会
ヲ
召

集
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
勅
令
ニ
依
リ
財
政
上
必
要
ノ
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
将
」
に
恭
く

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
通
貨
金
融
非
常
拙
般
が
緊
急
勅
令
、
緊
急
財
政
処
分
の
方
法
に
よ

っ
た
事
例
は
数
多
〈
、
し
か
も
何
れ
も
こ
の
方
法
を
採
っ
た
と
と
に
よ
っ
て
、
効
果
を
挙
げ
得

た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

五
月
三
日
を
則
し
て
民
主
日
本
の
新
怒
法
は
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
新
憲
法
に
於
て

は
「
主
権
が
国
民
に
序
す
る
と
と
」
が
宣
言
せ
ら
れ
、
第
四
十

一
条
に
「
問
会
は
、
国
指
の
地
刷

機
凶
で
あ
っ
て
、
聞
の
雌
一

の
立
法
機
関
で
あ
る
。
」
と
規
定
さ
れ
た
。

旧
邸
法
に
於
て
は
天
山
訟

が
立
法
権
を
有
し
、
絡
会
は
天
皇
の
立
法
椛
に
協
賛
す
る
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
又
議
会
の

権
限
を
狭
〈
限
定
し
、
議
会
の
議
決
を
要
せ
ず
大
粧
の
専
断
に
よ
っ
て
処
理
せ
ら
れ
得
ベ
き
縄

問
を
頗
る
広
〈
定
め
て
い
た
。
新
怒
法
に
於
て
は
天
皇
の
大
権
の
純
四
を
組
め
て
狭
〈
限
定

し
、
従
来
大
橋
に
属
し
て
い
た
殆
ん
ど
す
べ
て
の
事
羽
に
つ
き
国
会
又
は
内
閣
の
権
限
に
属
せ

し
め
、
し
か
も
国
会
が
統
治
組
織
の
中
心
を
な
し
、
内
削
は
之
に
従
た
る
符
棋
を
布
す
る
に
止

ま
る
こ
と
L
な
っ
た
。

従
っ
て
新
憲
法
に
於
て
は
緊
急
勅
令
、
緊
急
財
政
処
分
の
大
権
は
廃
止
せ
ら
れ
、
之
に
相
当

一一二・六

す
る
必
要
あ
る
場
合
に
於
て
も
、
成
規
の
国
会
の
議
決
に
よ
っ
て
の
み
之
を
為
す
こ
と
が
出
来

る
こ
と
L
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
例
よ
り
み
る
も
緊
急
勅
令
、
緊
急
財
政
処
分
は
政
府
に

濫
用
さ
れ
る
危
険
性
が
多
分
に
あ
り
、
新
憲
法
の
精
神
上
斯
か
る
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
は

極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
と
の
結
果
通
貨
金
融
に
関
す
る
非
常
措
置
を
要

す
る
が
如
き
場
合
、
之
に
対
処
す
る
に
甚
だ
困
難
を
生
ず
る
こ
と
L
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
後

は
斯
か
る
隙
に
は
速
か
に
臨
時
議
会
を
召
集
し
、
文
は
参
誠
院
の
緊
急
集
会
を
求
め
て
議
決
す

る
以
外
に
方
法
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
相
当
の
昨
日
を
袈
し
、
又
と
の
方
法
で
は
秘

密
担
に
事
を
述
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
新
憲
法
下
に
於
て
非
常
の
事
態
が
発
生
し
た
る
と
き
之

に
対
処
す
る
た
め
如
何
な
る
措
置
を
誹
ず
ベ
‘
8
か
は
十
分
研
究
を
要
す
る
所
で
あ
る
。

以
下
各
国
の
立
法
制
度
と
通
貨
金
融
に
閑
す
る
非
常
惜
世
に
つ
い
て
の
若
干
の
事
例
を
参
照

し
て
み
た
い
と
思
・
フ
。

米

国

米
国
に
於
て
は
憲
法
上
立
法
、
行
政
、
司
法
の
三
権
が
独
立
し
、
互
に
そ
の
勢
力
を
相
牽
制

し
て
、
何
れ
も
が
専
断
の
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
大
統
領
の
行
政
権
は
態
法
に
よ
っ

て
庖
接
附
与
さ
れ
て
お
り
、
英
、
仏
に
於
け
る
行
政
椛
の
如
〈
原
則
と
し
て
立
法
部
の
制
約
下

に
あ
る
も
の
と
は
拠
な
っ
て
い
る
。

大
統
領
の
権
限
に
つ
い
て
は
忠
法
第
二
条
泊
三
紙
以
下
に

列
挙
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
陣
海
軍
の
指
仰
、
条
約
締
結
、
官
史
任
命
、
赦
免
等
に
附
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
と
の
よ
う
な
木
来
の
、
政
治
的
行
政
権
回
M
o
n
cA江
〈
O

M
V
0
4
2
円
と

区
別
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
一
般
的
、
事
務
的
行
政
権
〉
円
四

g
g
u
q
E
F
4佃
町

OJ42
が
あ

り
、
こ
れ
は
実
際
上
の
必
要
に
応
じ
て
発
生
し
た
も
の
で
、
そ
の
行
使
に
附
し
て
は
立
法
部
よ

り
委
任
せ
ら
れ
従
っ
て
立
法
'
怖
に
対
し
て
武
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
米
国
巡
法

は
立
法
部
の
純
限
に
就
て
は
詳
釧
、

明
服
な
る
規
定
が
あ
る
に
反
し
、
行
政
部
の
椛
限
に
就
て

の
条
項
は
明
隙
を
欠
い
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
的
行
、
学
説
共
に
一
致
し
て
い
る。

尤
も
理
論
上
は
と
も
か
〈
実
際
上
政
治
的
行
政
権
と
、
事
務
的
行
政
権
と
の
限
界
は
必
ず
し
も

明
ら
か
で
な
〈
、
慣
行
も
統
一
を
保
っ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
大
統
領
が
技
法
仰
に
対
し
独
立
的

行
動
を
為
す
可
飽
性
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

米
国
の
制
度
上
、
事
務
的
行
政
権
に
就
て
は
こ
の
よ
う
に
行
政
部
は
立
法
制
仰
の
授
椛
行
為
に

基
い
て
こ
れ
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
緊
急
事
態
に
保
し
て
非
常
措
置
を
耕
じ
よ
う
と
し



て
も
、
議
会
に
よ
る
法
律
の
制
定
を
待
た
な
け
れ
ば
実
行
は
不
可
能
で
あ
る
。
然
ら
ば
今
日
ま

で
米
国
に
於
て
は
如
何
な
る
方
法
に
よ
っ
て
緊
均
盆
e

態
に
対
処
し
て
来
た
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
三
三
年
二
月
の
金
融
恐
慌
に
際
し
て
は
大
統
領
は
三
月
四
日
、

-
九
一
七
年
の
改
定
銀

行
条
例
第
二
項
「
大
統
領
は
そ
の
命
ず
る
こ
と
あ
る
べ
含
法
令
規
則
に
基
き
特
許
文
は
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
一
切
の
外
国
為
替
取
引
及
び
金
文
は
銀
塊
若
く
は
通
貨
の
輸
出
、
死
蔵
鋳
波
し

及
イ
ヤ
マ
ー
ク
を
調
査
し
ま
た
は
禁
止
す
る
こ
と
を
得
」
と
い
う
規
定
に
よ
り
、
=
一
月
六
日
よ

り
四
日
間
原
則
と
し
て
一
切
の
銀
行
業
務
の
停
止
を
命
じ
、
又
輸
出
及
び
園
内
で
の
使
用
の
た

め
の
金
銀
引
出
を
禁
止
し
た
。
そ
の
期
間
の
終
に
当
り
、
九
臼
臨
時
議
会
が
開
か
れ
、
大
統
領

は
こ
れ
に
対
し
教
諸
国
を
提
出
し
、
両
院
は
直
ら
に
右
教
書
に
基
く
緊
急
銀
行
法
案
を
可
決
し
た

が
、
大
統
領
は
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ
た
権
能
に
基
い
て
九
日
直
ち
に
銀
行
休
業
及
び

金
輸
出
並
び
に
イ
ヤ
マ
ー
ク
禁
止
を
延
長
す
る
旨
の
布
告
を
発
し
た
。
こ
の
よ
う
な
措
置
に
よ

っ
て
金
融
恐
慌
は
危
機
を
脱
し
得
た
の
で
あ
る
。

又
平
価
切
下
に
就
い
て
は
一
九
三
三
年
五
月
十
三
日
議
会
た
通
過
し
た
農
事
調
盤
法
第
三
部

の
い
わ
ゆ
る
ト
l

マ
ス
修
正
法
に
よ
っ
て
大
統
領
は
予
め
極
め
て
広
汎
な
金
融
政
策
上
の
権
能

を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
大
統
領
は
弗
の
価
値
を
五

O
務
以
内
に
於
て
自
由
に
引
下
げ

得
る
こ
と
L
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
権
能
に
基
い
て
同
年
十
月
一一
十
二
日
に
至
っ
て
新
産
金
賞

上
政
策
と
し
て
金
価
格
の
吊
上
げ
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
場
合
農
事
調
整
法
に
こ
の

よ
う
な
条
項
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
は
一
見
異
織
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
と
の
条
項
が
物
価
水
準
引

上
の
目
的
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
必
ず
し
も
農
業
調
整
と
関
連
が
な
い
こ
と
も
な
い
と
い
う
理

由
に
よ
る
も
の
で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
例
は
米
国
に
於
て
し
ば

l
l見
ら
れ
る
所
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
中
大
統
領
は
戦
時
大
権
法
に
よ
っ
て
広
汎
な
権
能
を
附
与
さ
れ
た
。
同
法

は
其
珠
湾
事
件
後
二
箇
月
の
一
九
四
二
年
二
月
議
会
の
可
決
に
よ
っ
て
成
立
し
た
本
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
基
い
て
戦
時
中
物
価
、
賃
銀
、
軍
需
生
産
等
に
閣
し
強
力
な
統
制
が
行
わ
れ
た
。

な
お
同
法
は
-
九
四
七
年

一
月
廃
止
さ
れ
、
同
法
に
基
〈
措
置
は
六
月
に
失
効
す
る
こ
と
L
な

っ
た
。

(2) 

英

国

一
一
二
五
年
の
大
態
章
を
始
め
と
す

国
民
の
基
本
的
権
利
等
に
触
れ
た
も
の
と
上

英
国
に
於
て
は
成
文
怒
法
と
称
す
る
も
の
は
な
ぐ
、

る
、
多
〈
の
態
法
的
条
令
が
、

王
権
の
制
限
、

新
憲
法
と
通
賃
金
融
非
常
措
置

て
、
憲
法
的
規
範
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
は
国
民
に
よ
り

伝
家
せ
ら
れ
、
若
し
く
は
文
書
に
記
録
せ
ら
れ
た
る
先
例
、
法
律
家
又
は
政
治
家
の
発
表
し
た

る
・意
見
、
習
慣
、
慣
行
、
了
解
及
び
信
念
、
並
に
幾
多
の
習
慣
と
混
、
掲
せ
る
法
規
及
び
判
決

例
、
政
治
的
習
慣
等
が
、
各
相
僑
り
相
扶
け
て
発
達
し
た
も
の
の
全
部
在
包
括
総
称
せ
る
も
の

で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

英
国
に
於
て
付
謡
会
が
唯
一
最
高
の
立
法
機
関
で
あ
っ
て
之
と
対
立
し
て
立
法
を
行
い
得
る

も
の
は
な
い
。
国
王
は
今
日
で
は
議
会
か
ら
の
委
任
な
き
限
り
、
法
律
と
同
一
の
効
力
を
有
す

る
勅
令
の
発
布
を
為
す
権
限
は
な
い
の
で
あ
る
。
国
王
は
或
種
の
布
告
を
発
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
て
い
る
が
、
と
れ
は
立
法
行
為
で
は
な
く
て
単
な
る
行
政
行
為
で
あ
り
、
国
王
の
行
政
的
意

思
を
表
示
す
る
正
規
の
方
法
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
英
国
に
於
て

は
国
王
の
権
限
は
実
際
上
は
首
相
と
彼
の
内
閣
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

一
九
=
二
年
九
月
三
十
一
日
(
月
限
B
)
に
於
け
る
英
国
の
金
本
位
停
止
の
際
の
事
情
は
次
の

如
く
で
あ
っ
た
。
即
ち
九
月
二
十
日
(
日
曜
日
〉
夜
半
、
政
府
は
、
「
陛
下
の
政
府
は
英
間
銀
行

と
協
議
の
上
、
次
の
如
〈
決
定
し
た
。
即
ち
銀
行
に
対
し
一
定
値
に
よ
る
金
の
売
却
を
要
求
せ

る
一
九
二
五
年
の
金
本
位
条
例
第
一
節
第
二
項
の
効
力
は
暫
時
停
止
す
る
の
必
要
を
来
た
し

た
。
斯
か
る
目
的
の
た
め
の
議
案
は
直
ち
に
提
出
さ
る
べ
〈、

B
つ
九
月
二
十
一

日
、
月
曜
日

に
於
て
、
そ
れ
が
満
場
一
致
の
通
過
を
語
会
に
間
わ
ん
と
す
る
は
陛
下
の
政
府
の
意
図
す
る
所

で
あ
る
。
そ
の
問
英
蘭
銀
行
は
議
会
の
活
動
に
先
立
ち
適
宜
の
処
置
を
講
ず
る
権
限
を
附
与
さ

る
。
」
と
の
公
報
を
発
し
た
。
翌
二
十

-
目
、
議
会
に
於
て

一
九
二
五
年
の
金
木
位
条
令
中
の
当

該
部
分
に
つ
き
六
箇
月
間
停
止
す
る
議
案
が
通
過
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
直
後
の
緊
急
的
金
融
諸
対
策
は
国
防
(
金
融
〉
令

型
以

g
g
〈ヨ1

5
5
0
0
)
何
命
的
己
主
芯
ロ
加
に
基
い
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
法
令
は
、
一
九
三
九

年
八
月
二
十
五
日
の
緊
急
権
限
(
国
防
)
法
国
S2mh-ouo匂
旬
。
話
。
円
四
(
巴
骨片品凶作。〉

LP2
に

よ
っ
て
国
王
に
緊
急
時
に
際
し
公
共
秩
序
の
維
持
其
他
を
図
る
に
必
要
な
る
諸
法
令
を
制
定
す

る
権
限
が
与
え
ら
れ
，た
こ
と
に
基
夕
、
公
布
を
見
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
英
国
に
於
て
緊
急
処
置
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
予
め
議
会
一が
国
主
に
対
し
、

法
律
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
勅
令
を
発
布
し
得
る
権
限
を
与
え
る
か
、
或
は
、
一
時
行
政
的

措
置
を
諦
じ
、
直
ち
に
議
会
に
対
し
議
案
を
提
出
し
こ
れ
宏
通
過
せ
し
め
る
と
い
う
方
法
が
採

一
一一一七



三ι
日開

説
(
そ
の

融

一、、J

金

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

問

仙

蘭

西

仏
蘭
西
共
和
国
の
目
憲
法
は
単
一
の
法
山
内
と
し
て
組
織
的
に
編
成
ぜ
ら
れ
ず
に
、
一
八
七
五

年
来
三
つ
の
単
行
法
と
な
っ
て
順
次
に
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
憲
法
に
よ
れ
ば
仏
蘭
西
の
大
統
領

は
国
民
会
議
、
即
ち
立
法
部
、
上
下
両
院
の
合
同
会
議
に
於
て
選
挙
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
地
位
は
英
国
の
国
王
に
似
て
お
り
、
表
面
上
権
限
は
広
大
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
権

限
を
行
使
す
る
に
当
つ
て
は
、
常
に
国
務
大
臣
の
助
言
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
内
閣
が
議
会
に

対
し
て
政
治
上

一
切
の
寅
に
任
ず
る
こ
と
L
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
行
政
部
は
立
法
部

に
対
し
て
頗
る
無
力
で
あ
る
。

一
九
凶
六
年
十
月
十
三
日
、
新
憲
法
が

一
般
投
票
に
よ
っ
て
可

決
さ
れ
た
。
新
憲
法
は
単

一
の
法
山
円
で
あ
る
が
大
統
領
、
内
閥
、
繕
会
の
周
係
は
以
前
と
大
差

な
き
も
の
L
如
く
で
る
る
。
仏
前
西
悲
法
に
は
旧
憲
法
に
も
、
新
憲
法
に
も
、
我
国
旧
憲
法
の

紫
急
勅
令
に
相
当
す
る
条
項
は
な
い
。
し
か
し
従
来
は
慣
行
上
デ
ク
レ

・
ロ
ワ
ハ
法
伸
命
令
)
と

い
わ
れ
る
立
法
事
項
を
内
容
と
す
る
大
統
領
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
国
家
危
急
の
際
議
会
を
召

集
す
る
余
裕
の
な
い
場
合
に
限
り
、
後
日
議
会
の
未
認
を
得
る
条
件
で
許
さ
れ
て
い
た
。
第
一

次
世
界
大
戦
中
に
は
多
く
の
デ
ク
レ

・
ロ
ワ
が
発
せ
ら
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
措
置
は
、
真
に
巴
む
を
得
な
い
場
合
に
の
み
許
容
さ
れ
る
慣
行
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
緊
急
事
態
に
対
す
る
正
規
の
措
置
と
し
て
は
予
め
法
体
に
よ
り

ι#法
事

項
を
命
令
に
委
任
す
る
手
続
を
採
る
べ
舎
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
斯
か
る
委
任
の
例
は
非
常
に

多
い
。
例
え
ば
、

一
九
一

O
年
一
月
十
七
日
の
法
律
は
動
員
そ
の
他
国
家
非
常
の
際
に
は
命
令

に
よ
り
金
銭
的
債
権
の
支
払
延
期
、
時
効
の
中
断
等
を
実
施
し
う
る
こ
と
を
定
め、

一
九
一
六

年
四
月
二
十
日
の
法
伴
は
、
戦
争
状
態
の
継
続
す
る
限
り
若
干
の
物
件
に
対
し
命
令
に
よ
る
課

税
を
許
し
て
い
る
。
最
も
包
括
的
な
も
の
と
し
て
は
国
防
全
権
法
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
る
う
。

本
法
に
基
き

-
九
三
九
年
四
月
三
十
一
日
広
汎
な
る
大
統
領
令
が
公
布
さ
れ
た
。

同
令
に
は
軍

備
税
の
徴
収
、
軍
需
会
社
の
利
益
制
限
、
国
防
柿
助
金
の
廃
止
、

金
庫
制
度
の
改
組
、
過
剰
官

吏
の
務
理
、
労
働
時
間
の
修
正
、
鹿
怖
の
自
由
の
制
限
等
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

a品
守

独

逸

一
九
一
九
年
制
定
さ
れ
た
ワ
イ
マ
l

ル
慾
法
に
よ
れ
ば
、
独
迦
共
和
国
は
連
邦
で
あ
り
、
そ

の
元
首
は
大
統
領
に
し
て
、
内
閣
は
形
式
上
大
統
領
に
よ
っ
て
任
免
さ
れ
る
宰
相
及
び
国
務
大

一
三
八

臣
を
以
て
組
織
せ
ら
れ
、
立
法
権
は
国
民
の
選
挙
し
た
議
員
を
以
て
構
成
す
る
所
の
国
議
会
と

共
和
国
各
邦
の
代
表
者
を
以
て
組
織
す
る
所
の
国
参
議
院
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
強
法
が
大

統
領
に
与
え
た
椛
限
は
頗
る
強
大
で
あ
る
。

憲
法
第
四
十
八
条
に
よ
り
独
逸
大
統
領
は
緊
急
措
置
令
念
講
じ
得
る
権
限
を
有
し
て
い
た
。

即
ち
第
四
十
八
条
第
二
項
に
は

「大
統
領
ハ
独
逸
国
内
ノ
公
共
ノ
安
寧
、
秩
序
ガ
著
シ
ク
素
乱

シ
又
ハ
其
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
恢
複
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
処
置
ヲ
執
ル
コ

ト
ヲ
得
ベ
ク
、
必
要

ユ
ヨ
リ
テ
ハ
兵
力
ヲ
使
用
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
。

此
ノ
目
的
ノ
為
ニ
大
統
領
ハ
憲
法
第

一
一
凹
条

(
人
身
ノ
自
由
〉
、
第
一

一
五
条
(
住
所
ノ
不
可
侵
権
)
、
第
一
一
七
条
(
信
書
ノ
秘
密
)
、
第
一

一

八
条
〈
言
論
出
版
ノ
自
由
)
、
第
一

一一
一一一
条
ハ
集
会
ノ
自
由
〉
、
第

二
一
四
条
(
結
社
ノ
自
由
)、
第

一
玉
三
条
(
所
有
株
)
ニ
定
メ
タ
ル
国
民
ノ
基
本
柱
ニ
閲
兵
ル
組
定
ノ
全
部
若
ジ
ク

ハ
一
部
ヲ

-

時
停
止
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
」
と
い
う
規
定
が
あ
り
、

第
一一
一
項
に
こ
れ
ら
の
処
置
は
議
会
に
報
告
す

べ
く
、
又
議
会
の
要
求
が
あ
れ
ば
廃
止
す
べ
含
旨
定
め
ら
れ
て
あ
る
。
こ
の
具
休
的
実
例
と
し

て

一
九
一
一
一
一
年
独
地
金
融
恐
慌
当
時
の
大
統
領
令
の
公
布
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
同

年
七
月
十
三
日
ダ
ナ
l

卜
銀
行
の
臨
時
休
業
が
発
表
せ
ら
る
L

や
、
政
府
は
即
日
大
統
領
令
を

発
し
て
同
行
の
預
金
及
引
受
債
務
を
保
証
し
、
又
同
日
夕
刻
大
統
領
令
と
し
て
モ
ラ
ト
リ
ア
ム

令
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
政
府
に
銀
行
休
日
を
宣
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
、
政
府
は

十
四
、
レ
l

五
両
日
銀
行
休
業
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
吏
に
七
月
十
八
日
に
は
十
年
以
内
の
懲

役
、
無
制
限
の
罰
金
刑
会
伴
う
厳
重
な
資
木
逃
避
防
止
令
が
大
統
領
令
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。

恐
慌
激
化
の
七
月
十
三
日
か
ら
恐
慌
沈
静
の
九
月
一一
一
日
に
至
る
悶
に
、
緊
急
火
統
領
令
を
発
す

る
こ
と
十
六
回
に
及
ん
で
い
る。

)
九
三
一-
一年

一
月
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
辛
料
に
任
ぜ
ら
れ
る
や
、
一一一
月
に
は
議
会
は
政
府
提
出
の

授
権
法
を
可
決
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
政
府
は
議
会
の
議
決
を
経
る
を
要
せ
ず
、
そ
の
欲
す
る
が

如
き
法
伴
を
制
定
し
得
る
こ
と
L
な
り
、
こ
L
に
独
誠
艇
を
独
得
し
た
の
で
る
っ
た
。

(5) 

連

ソ
速
の
悶
家
組
織
は
周
知
の
如
〈
連
邦
制
で
、
そ
の
基
本
的
単
位
は
十
六
加
盟
共
和
国
で
み

る
。
各
共
和
国
は
ソ
迎
慾
法
と
抵
触
せ
ざ
る
独
自
の
態
法
を
有
す
る
が
、
全
迎
邦
的
意
義
を
有

す
る
事
項
、
例
え
ば
国
際
関
係
に
於
け
る
辿
邦
の
代
表
権
、
戦
争
と

平

和
、
国
防
、
外
国
貿

易
、
連
邦
国
民
経
済
計
画
、
通
貨
及
信
用
制
度
等
は
連
邦
管
掌
事
項
と
な
っ
て
い
る
。
ソ
述
の

ソ



最
高
機
関
と
称
し
、
連
邦
会
議
〈
一
二
十
万
人
に
一
人
の
割
合
で
代
議
員
を
出
す
〉
と
民
族
会
議

(
各
連
邦
共
和
国
は
二
十
五
人
、
自
治
共
和
国
は
十

一
人
等
の
割
合
で
代
表
員
を
出
す
)
の
二
院

よ
り
成
る
。
両
会
議
は
同
等
の
権
限
を
有
し
、
同
一
の
立
法
維
を
有
す
る
。
ソ
連
最
高
会
議
開

会
中
の
最
高
機
関
は
連
邦
最
高
機
関
幹
部
会
で
あ
る
。
同
幹
部
会
は
連
邦
、
民
族
両
会
議
の
合

同
会
議
に
於
て
選
出
さ
れ
、
議
長
一
名
、
副
議
長
十
六
名
、
書
記
長

一
名
、
会
員
二
十
四
名
を

以
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
臓
能
と
し
て
は
附
ソ
迫
邦
最
高
会
議
の
閉
会
中
に
於
て
は
伺
会
識
の

任
務
の
代
行
同
ソ
連
邦
が
軍
事
的
攻
撃
を
受
け
た
場
合
に
於
け
る
宣
戦
の
布
告
例
全
国
的
若
く

は
局
地
的
動
員
令
の
公
布
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

従
っ
て
金
融
上
の
緊
急
措
置
の
知
き
も
最
高
会
融
開
会
中
は
同
会
識
に
よ
り
、
其
の
閉
会
中

は
品
商
会
議
幹
部
会
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
と
惚
め
ら
れ
る
。
な
お
大
臣
会
議
〈
元
の
ソ
述

邦
人
民
委
員
会
議
〉
も
滋
法
上
現
行
諸
法
徳
に
地
き
、
又
現
行
諸
法
律
を
遂
行
す
る
た
め
に
種
々

の
決
定
及
び
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
お
C

る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一
九
二
四
年
二
月
五
日
附
の
一
、

三
及
び
五
金
留
の
額
面
を
有
す
る
政
府
紙
幣
の
発
行
も
ソ

連
中
央
執
行
委
員
会
〈
現
在
の
最
高
会
議
幹
部
会
)
法
令
及
び
人
民
委
員
会
議
決
定
に
基
い
た
も

の
で
あ
り
、
文
一
九
三
六
年
一
一
月
二
十
九
日
附
の
留
再
評
価
に
閑
し
、
純
金

一
グ
ラ
ム
に
付

五
・
六
八
留
ハ
そ
れ
以
前
は

一
・
二
九
留
)
に
切
下
を
実
施
し
た
如
き
は
人
民
委
員
会
議
命
令
に

基
い
た
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
ソ
連
邦
の
立
法
権
は
最
高
会
議
に
よ
り
、
そ
の
閉
会
中
は
同
幹
部
会
に
よ
り
行
使

さ
れ
る
が
、
以
上
の
如
く
比
較
的
重
要
な
事
項
も
人
民
委
員
会
議
決
定
に
基
い
て
行
わ
れ
る
場

合
が
あ
る
。

今
後
我
国
に
於
て
も
通
貨
金
融
に
関
し
緊
急
措
置
を
要
す
る
事
態
が
起
ら
な
い
と
は
保
し
難

い
。
そ
の
場
合
上
述
の
各
国
の
事
例
は
何
ら
か
の
意
味
に
於
て
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思

。
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新
憲
法
下
の
我
闘
に
於
て
は
法
律
に
代
る
べ
き
命
令
は
存
在
し
得
な
い
の
で
る
る
か
ら
、
緊

急
の
際
立
法
を
要
す
る
事
項
に
就
て
は
、
国
会
開
会
中
な
ら
ば
、
速
か
に
臨
時
会
を
召
集
し
て

そ
の
識
決
を
待
つ
よ
り
外
に
方
法
は
な
く
、
そ
の
間
で
き
得
る
限
り
の
行
政
情
置
を
講
じ
て
悪

影
響
を
防
止
す
る
以
外
に
途
は
な
い
。
万
一
緊
急
措
置
の
必
要
が
予
見
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に

は
、
予
め
法
律
に
よ
り
立
法
事
項
を
政
府
に
養
任
し
て
誼
〈
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
し

イ
シ
フ

レ
l

シ
ヨ
ン
と
金
融
資
本

か
し
な
が
ら
そ
の
際
に
は
実
施
迄
の
問
に
種
々
の
弊
害
を
生
ず
る
こ
と
が
多
〈
、
従
っ
て
こ
の

方
法
は
極
め
て
隈
ら
れ
た
場
合
に
し
か
採
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
現
在
の
我
国
と
し
て
は
、
昭
和
二
十
年
九
月
二
十
日
公
布
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
=
伴

ヒ
発
ス
ル
命
令
ニ
閑
ス
ル
件
」
に
よ
り
「
聯
合
国
最
高
司
令
官
ノ
為
ス
要
求
ニ
係
ル
事
項
ヲ
実
施

ス
ル
為
特
ニ
必
要
ア
ル
場
合

ニ
於
テ
ハ
命
令
ヲ
以
テ
所
要
ノ
定
ヲ
為
シ
及
必
要
ナ
ル
罰
則
ヲ
設

ク
ル
コ

ト
ヲ
得
」
る
こ
と
子
な
っ
て
お
り
、
と
の
規
定
に
よ
っ
て
非
常
事
態
に
対
処
し
得
る
場

合
の
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
置
く
。
(
明
石
)
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イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
金
融
資
本

昭
和

m
・
7
・
|

資
本
主
義
の
発
展
は
之
を
放
任
す
る
隈
り
に
於
て
産
業
資
本
並
に
銀
行
資
本
の
集
中
独
占
化

を
促
進
す
る
傾
向
を
持
っ
て
ゐ
る
が
、
此
の
過
程
に
於
て
両
者
の
関
係
は
極
め
て
抑
接
と
な

り
、
巨
大
銀
行
は
そ
の
資
本
の
大
な
る
部
分
を
産
業
的
企
業
に
固
定
し
自
ら
大
産
業
資
本
に
転

化
す
る
。
即
ち
銀
行
資
本
と
産
業
資
本
と
は
融
合
し
て
支
配
的
独
占
的
資
本
と
な
り
、
少
数
の

巨
大
銀
行
は

一
闘
の
資
本
全
体
の
処
分
権
を
掌
中
に
把
握
す
る
に
至
る
。
ヒ
ル
フ
ア
l
デ
イ
ン

グ
の
所
間
金
融
資
本
な
る
話
を
此
の
如
き
意
味
に
理
解
す
べ
き
事
は
金
融
資
木
輸
を

一
蹴
す
れ

ば
直
ち
に
了
解
せ
ら
れ
る
所
で
あ
る
が
、
念
の
為
同
舎
の
第
十
四
軍
資
木
主
義
的
独
占
と
鍛
行

資
木
の
金
融
資
本
化
の
末
尾
に
近
言
箇
所
を
引
用
し
て
見
ょ
う
。
「
・起
業
資
木
の
う
ち
こ
れ
を

一
三
九


